
 入園のしおり 

        阿南5starインターナショナル保育園 

 〒 774-0045              
     徳島県阿南市宝⽥町川原15-5 

        TEL 088-445-0042 
        FAX 088-445-0467 



 【 園 の 概 要 】 

 施設名        阿南5starインターナショナル保育園 

 所在地        徳島県阿南市宝⽥町川原15-5 
            TEL 088-445-0042 
            FAX 088-445-0467 
            MAIL anan  -hoiku@5star-english.jp 
     

 開園時間       ⽉曜〜⼟曜⽇7︓30〜19︓00 
            ⽇曜⽇・祝⽇・年末年始 休園 
            ※園児の利⽤がない⽇は休園とさせていただきます。 
            ※最終園児が降園後に閉園となります。 

 設置年⽉⽇      令和2年 6⽉ 1⽇ 

 定員         19名 0歳児︓6名 1・2歳児︓13名 ※若⼲の変動はあり    
    
 対象園児       0歳児（6ヶ⽉）〜2歳児までの乳幼児 

 設置者の名称     株式会社 英語保育所サービス 

 設置者の住所     徳島県阿南市宝⽥町川原15-5 

 運営委託会社     株式会社 英語保育所サービス 

 運営委託会社の住所  徳島県阿南市宝⽥町川原15-5 

 施設管理者      河野 結⾐ 

 事業の⽬的  ・保育を必要とする乳幼児に対する保育及び教育 
 ・英語を使った保育をすることで、⼦ども達の国際的な感性をを養う 

 保育理念  ・地域社会と共に、⼦どもたちと家族の未来を豊かにし笑顔溢れる保育園を⽬指しま 
  す。 
 ・⼦どもたちの興味や感性を⼤切にしながら、5つ星の国際⼈を育成します。 

 保育⽅針  ・園児、保護者、地域に愛されれ、みんなが笑顔になれる保育園 
 ・国際的な視野や感覚を養い、豊かな⼼を育む 
 ・⼈が好き、笑顔で毎⽇を⽣きる⼒を育む 

 保育⽬標  ・個々の⽣命の維持と情緒の安定を図る 
 ・基本的な⽣活習慣を⾝に付けられるようにする 
 ・家庭と連携して、育児の喜びと苦労をともにする 
 ・⼼⾝ともに健康で思いやりのある⼦を育てる 
 ・⽣活や遊びの中で探究⼼や想像⼒を養う 
 ・⼀⼈ひとりの個性や感性を⼤切にしながら、国際的な感覚を⾝につける 

 保育園の 
 特徴 

 乳幼児期からの英語教育に⼒を⼊れ、遊びや⽣活を通し、⾃然に英語を⾝に付けま 
 す。 
 少⼈数保育でゆったりとした雰囲気の中で⼿厚く、個々に合った保育を展開します。 
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 【施設の概要】 
 敷地⾯積  512.19㎡ 

 園 
 舎 

 構造  ⽊造 

 建築⾯積  300.35㎡ 

 延床⾯積  215.59㎡ 

 施 
 設 
 設 
 備 
 の 
 数 
 と 
 ⾯ 
 積 

 保育室（1・2歳児）  1室  27.4㎡ 

 ほふく・乳児室  1室  44.11㎡ 

 事務所  1室  12.00㎡ 

 ⽞関ホール  1室  21.00㎡ 

 調理室  1室  21.00㎡ 

 幼児･乳児⽤トイレ  1室  19.50㎡ 

 医務室  1室  6.00㎡ 

 調乳室  1室  2.25㎡ 

 収納  1室  12.00㎡ 

 ベランダ  室  ㎡ 

 遊技場  室  ㎡ 

 屋上  近隣公園 

 設備の種類  近隣公園 

 【職員体制】 
 施設管理  スタッフ 

 保育従事職員  5名  保育⼠ 5名 

 調理員  1名 

 事務員  1名 

 【保育料について】 
   
 [保育園料の計算] 
 〇保育料はそれぞれの家庭状況により、阿南市が定めた額となります。 
  世帯の市⺠税額・こどもの年齢（4⽉1⽇時点）をもとに決定されます。 
 〇保育料は翌⽉保育料を  前⽉20⽇前後に請求書を発⾏  した上で、指定⼝座からの引落し、 
  ⼜は当園⼝座までお振込いただきます。（振込⼿数料は保護者負担） 
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 〔延⻑保育について〕 
 〇延⻑保育料は、30分 150円です。当⽉利⽤分は翌⽉にお振込みいただきます。 
 〇延⻑保育のご利⽤がわかり次第、できるだけ早くお知らせください。 
 〇保育⼠の勤務状況等に応じて対応出来ない場合もございます。 

 〔保育料以外の実費徴収ついて〕 
 〇保護者会費…保育料と⼀緒に毎⽉500円徴収させていただきます。⼊園時、⽉末に集⾦袋 
 をお渡しいたしますので、翌⽉10⽇までにお⾦をいれて園にお渡しください。おつりがな 
 いよう御協⼒お願いいたします。 
 （運動会、クリスマス会等の保護者からのプレゼント代にあてさせていただきます。） 

 〇保険料…230円⽇本スポーツ振興に加⼊します。年1回⼊園時、もしくは新年度時に保護 
  者負担⾦ を集⾦します。 

 【⼟曜の保育について】 
 〇⼟曜の保育は⽗⺟共にお仕事の場合のみのお預りとさせていただきます。 
 〇⼟曜の保育をご利⽤される場合は利⽤申請書(職場の就業証明)のご提出をお願いいたしま 
  す。 
 〇⼟曜の保育に別途料⾦はかかりません。（保育料に含む） 
 〇18時以降は⼣⽅のおやつ代が別途必要です。 
 ◯18︓30以降の延⻑保育はありません。 
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 【保育園での⽣活】 
 〔デイリープログラム〕 

 時間 
 apple 組  banana 組  grape 組 

 0歳児  1歳児  2歳児 

 7:30〜9:00  ⾃由あそび・順次登園・合同保育 

 9:00  Morning Circle 
 朝の会（20分）合同で実施 

 9:20  クラス保育開始・移動・荷物⽚付け 

 9:30  朝のおやつ・授乳  朝のおやつ 

 9:30  オムツ交換  トイレ 

 10︓00  設定保育・ 
 ⼾外あそび など 

 設定保育・ 
 ⼾外あそび など 

 10︓20 
 ⾃由あそび 
 オムツ交換 
 ⾷事準備 

 10︓50 
 Activity（20分） 

 英語を使ったあそび・製作など 

 11:00 
 ⾷事準備 

 昼⾷（離乳⾷） 

 トイレ 

 11:20 
 昼⾷ 

 11:40  オムツ交換・着替え 

 12:00 
 午睡 

 トイレ・着替え  ⻭磨き・トイレ 
 着替え 

 12:30  午睡 

 14:45  オムツ交換  トイレ 

 15:00  午後おやつ 

 15:30  Goodbye Circle 
 帰りの会（20分）合同で実施 

 16:00  オムツ交換 
 降園準備 

 トイレ・降園準備 

 16:00  ⾃由あそび・順次降園 

 18:00  ⼣⽅おやつ 

 16:30〜19:00  ⾃由あそび・順次降園 

  ※その⽇のカリキュラムによって時間や内容が変動する場合があ  ります。 
    ※園児の利⽤がない⽇は休園とさせていただきます。 
  ※保育園のご利⽤にあたっては、保護者の就労の有無を確認させていただく場合があります。 
  ※年間⾏事に関しましては、  別添①をご参照  ください。 
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 〔登園時間について〕 
 〇登園時間があまり遅くなると、保育園での⽣活リズムにも影響がでてきますので、  9:00ま 
  での登園  にご協⼒をお願いいたします。 
 〇昼⾷・昼寝時間の登降園は、他の園児の保育の妨げになりますのでご配慮下さい。 

 〔登園について〕 
 〇洗顔、⽤便を済ませ、朝⾷をとってから登園する習慣をつけましょう。 
 〇前夜、熱があったり下痢や嘔吐をしたり、⾝体に異常がある時は必ずお伝えください。 
 〇いつもより登園が遅くなる場合や⽋席をする場合は、  当⽇午前9時までにご連絡  をお願い 
  します。 

 〔降園時間について〕 
 〇いつもより遅くなったり早くなったりする場合は、わかり次第早めにお電話にてお知らせ 
 ください。 
 〇お迎えの⽅が、いつもと違う場合は前もってお知らせください。 
  犯罪等に巻き込まれないよう、ご連絡のない場合は保護者の⽅にご連絡をさせていただき 
  ます。その間、お迎えの⽅にもお待ちいただくことになりますので、速やかに降園ができ 
  るようご協⼒をお願いします。 

 〔昼⾷について〕 
 〇基本は完全給⾷です。 
 〇おやつは保育園から提供します。 
 〇アレルギーのある場合は、その旨を必ず⼊園前にお伝え下さい。⼊園後、発症した場合  
  は速やかにご連絡ください。 
  また、病院の指⽰書が必要になりますので、早めの受診をおすすめします。 
 ○アレルギー対応⾷をご希望の⽅は、安全対策と保護者との連携のため、  ⽉に⼀度、簡単な 
  打ち合せの実施  をお願いしておりますのでご協⼒ください。 

 〔服装等について〕 
 〇⼦どもたちの⽇常⽣活は、遊びが中⼼です。ゆったりとして活動しやすく、⾃分で脱ぎ着 
  ができ、汚れても良いものを着させてください。 
 〇履物は、けが予防のためにもつま先とかかとが隠れる靴で登園してください。 
 〇指定の通園かばんはありません。しかし、⼦どもが⾃分で荷物を⽚付けるためにも⼤きめ 
  のリュックサックかファスナーがついたかばんが望ましいです。 

 〔記名について〕 
 〇着替えの服、下着、靴下、靴、タオルケット等その他すべての持ち物には紛失等を防ぐた 
  め、⾒えるところにはっきりと名前を記⼊してください。 
 〇持ち物については、  別添②を参考  にご準備ください。 
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 〔安全・衛⽣について〕 
 〇毎⽉「避難訓練」を実施し、⼦どもたちが安全・活発に活動できる保育を⼼がけていま  
  す。 
 〇保育園の出⼊り⼝には電⼦錠がかかっております。 
 〇保育園の室内、外周には防犯カメラを設置しております。 
 〇施設、遊具、玩具の定期的清掃・消毒を実施いたします。⾷事提供では、職員の毎⽉の検 
  便を実施、調理施設の消毒を徹底し、⾷器・調理器具の殺菌後、保管庫で管理を⾏いま  
  す。 

 〔退園について〕 
 〇退園する場合は、１ヶ⽉前までに「退園届」を保育園に提出してください。 
 〇1カ⽉をきってのお申し出の場合は、⽇割り計算させていただきます。 
 〇1カ⽉をきってのお申し出の場合は、1カ⽉保育料を頂戴いたします。 

 〔保険について〕 
 〇独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加⼊していただきま  
  す。国と保育園、保護者の共済掛⾦の負担割合が決まっています。 

 災害の 
 種類 

 災害の範囲  給付⾦額 

  負傷 
 その原因である事由が学校の管理下で⽣じたもの 
 で、療養に要する費⽤の額が5,000円以上のもの 

 医療費（給付⾦の計算⽅法） 
 医療保険並の療養に要する費⽤の額の4/10（そのうち 
 1/10の分は、療養に伴って要する費⽤として加算される 
 分） 
 ただし、⾼額療養費の対象となる場合は、⾃⼰負担額 
 （所得区分により限度額が異なる。）に、療養に要する 
 費⽤の額の1/10を加算した額 
 ⼊院時⾷事療養費の標準負担額がある場合はその額を加 
 算した額 

 疾病 

 その原因である事由が学校の管理下で⽣じたもの 
 で、療養に要する費⽤の額が5,000円以上のものの 
 うち、内閣府令で定めるもの 
 ・学校給⾷等による中毒 
 ・ガス等による中毒 
 ・熱中症 
 ・溺⽔ 
 ・異物の嚥下⼜は迷⼊による疾病 
 ・漆等による⽪膚炎 
 ・外部衝撃等による疾病 
 ・負傷による疾病 

 障害 
 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に 
 残った障害（その程度により第１級から第14級に 
 区分される。） 

 障害⾒舞⾦ （障害等級表） 
 4,000万円〜88万円 
 〔通学（園）中の災害の場合 2,000万円〜44万円〕 

 死亡 

 学校の管理下において発⽣した事件に起因す 
 る死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 

 死亡⾒舞⾦ 
 3,000万円 
 〔通学（園）中の場合 1,500万円〕 

 突然死  運動などの⾏為に起因する突然死 
 （学校の管理下において発⽣した 
 もの） 

 死亡⾒舞⾦ 
 3,000万円 
 〔通学（園）中の場合 1,500万円〕 

 運動などの⾏為と関連のない突然 
 死（学校の管理下において発⽣し 
 たもの） 

 死亡⾒舞⾦ 
 1,500万円 〔通学（園）中の場合も同額〕 
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 〇加⼊保険について事故のないよう全⼒で安全につとめますが、念のため下記の保険に加  
  ⼊しております。 
 〈賠償保険〉 

 保険会社  あいおいニッセイ同和損保 
 保険事故（内容）  園内や園外でのけがや不慮の事故等に対応 
 保険⾦額  １事故につき3億円 

 〔健康について〕 
 〇⽉極のお⼦さんには、岸医院の医師による年2回の健康診断と、⽊本⻭科の医師によ る 
 年２回の⻭科検診を実施します。 
     とみおかハートクリニック ・・・  徳島県阿南市富岡町東新町117 
     ⽊本⻭科 ・・・  徳島県阿南市領家町野神327-1 
 〇健診結果は個別にお知らせをします。治療を要する園児は、治療を受けられますようお勧 
  めします。なお、診療後は保育園にご報告をお願いします。 
 〇  発熱等(37.5℃以上)、  平常と異なる健康状態の場合や注意を要する場合、万が⼀怪我等が 
  あった場合には、保護者に連絡をさせていただきます。 
 〇感染症に罹患した場合は、⼀定期間登園を停⽌させていただきます。 
  なお、登園再開の際には必ず登園届⼜は医師の指⽰書を提出していただきます。 
 ○⼊園時、お⼦様に⼊園前の健康診断をご本⼈かかりつけ医もしくは当園委託医にて⼊園前 
  健康診断を受けていただきます。 

 〔個⼈情報提供について〕 
 〇企業主導型保育園では、⾃治体（阿南市）と児童育成協会に利⽤児童の情報を提供する義 
  務があります。『個⼈情報の取扱い（第三者提供）に関する同意書』にサインいただき、 
 ご承諾ください。 
 〇保育園から⼊学先の⼩学校に『保育所児童保育要録』を送付することが義務付けられてい 
  ます。保育園での遊びや⽣活の中で積み重ねてきた様々な経験等、⼦どもたちの育ちを⽀ 
  えるための資料として送ります。 
 ○園は毎⽇SNSの配信などを⾏なっております。『園児の肖像権について取り扱いについ 
 て』の同意書において、同意いただいた⽅のみ掲載いたします。 
 阿南市個⼈情報保護条例に基づき、適切に取り扱いを致しますので ご理解ください。 

 〔薬の取り扱いについて〕 
 〇健康上の理由で医師からお⼦様に処⽅された薬につきましては、保護者と保育園で話し合 
  いの上、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。 
  この場合は万全を期するために「お薬依頼書」に必要事項を記載していただき、薬袋に薬 
  とお薬説明書を⼊れて  必ず保育⼠に⼿渡し  していただきます。 
 〇持参していただくお薬は、お⼦さまを診察した医師が処⽅し調剤されたもの、あるいはそ 
  の医師の処⽅によって薬局で調剤したものに限ります。 
 〇保護者の個⼈的な判断で持参された薬は、保育園として飲ませることはできません。 
 〇  使⽤する薬は１回ずつに分けて、当⽇分のみ  ご⽤意ください。 
 〇  袋や容器にはお⼦さまの名前を記  載してください。 
 〇「熱がでたら飲ませる」など症状を判断した上で薬を与えることは、保育園としてその判 
  断をしかねますので、薬を飲ませることはできません。 
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 ○座薬は基本的にはお断りしておりますが、緊急時の処置として使⽤を希望される場合はお 
  声掛けください。また、エピペンなどの使⽤をご希望される場合も⼊園時にご相談くださ 
  い。 

 〔感染症に関して〕 
 ○指定された感染症に罹患した場合は、『登園届』『医師の指⽰書』のご提出をお願いして 
 います。別途、ご説明を参考にし罹患後、登園する際には速やかに園にご提出ください。 
 〇詳細は園のしおり  別添③をご参照  ください。 
 〇嘔吐などがあった場合に汚れた⾐服は、感染症蔓延の恐れがあり、園で洗ってお返しでき 
 ない場合があります。ご家庭にて洗っていただくご協⼒をお願いしております。 

 〔緊急時の対応⽅法〕 
 〇保育中に容態の変化等があった場合には、あらかじめ保護者の⽅が指定された緊急連絡先 
  へご連絡し、提携病院もしくは主治医等へ連絡をとる等、 必要な措置を講じます。 
 〇保護者の⽅と連絡がとれない場合には、お⼦さまの⾝体の安全を優先し、当園が責任を  
  持って、必要な対処を⾏いますので、あらかじめご了承願います。 
 〇⼩児⽤AED（⾃動体外式除細動器）を常備しております。 
 〇⽇本スポーツ振興保険に加⼊しています。 

 〔⾮常災害時の対策〕 
 〇⽕災および地震を想定した避難訓練、防犯訓練を毎⽉1回実施しています。 
 〇避難場所  

 第⼀避難場所  阿南医療センター前ビル2F  阿南市宝⽥町川原15-5 

 第⼆避難場所  阿南医療センター  徳島県阿南市宝⽥町川原６ 
 番地１ 

 第三避難場所  富岡⻄⾼校  阿南市宝⽥町⼩⼭18-3 

 〇毎年4⽉、または⼊園時に「緊急時園児引き渡しカード」の記⼊をお願いしています。 
 〇詳細は園のしおり  別添④別添⑤をご参照  ください。 

 〔虐待防⽌窓⼝〕 
 ○虐待防⽌に係る窓⼝を以下のとおり設置しています。英語保育所サービス基準のマニュア 
  ルに沿って対応させていただきます。スタッフは虐待の研修を年に⼀回義務付けられ、実 
  施しております。 
 〇園スタッフは年⼀回、虐待防⽌マニュアルの研修を実施しております。 
   虐待防⽌窓⼝  河野 結⾐ 

 〔個⼈情報保護管理窓⼝〕 
 ○個⼈情報に係る窓⼝を以下のとおり設置しています。英語保育所サービス基準のマニュア 
  ルに沿って対応させていただきます。 
   個⼈情報保護管理責任者  河野 結⾐ 

 〔苦情受付先について〕 
 ○当保育施設の保育内容等に関する問合せ、苦情等の受付先は下記のとおりです。 
   責任者  河野 結⾐ 
   住所   徳島県阿南市宝⽥町川原15-5 
   連絡先  088-445-0042  受付時間 9:00〜18:00 

 8 



 〇⽇々の相談事、お困りのこと、苦情などはスタッフまで何なりとご相談ください。 
  保育園に提出していただく書類につきましては、職員⼀同、守秘義務にのっとり対応して 
  おります。 
 〇ご意⾒・ご要望の解決のための仕組みに関しましては、  園のしおり別添⑥をご参照  くだ  
 さい。 
 〔その他〕 
 〇⼊園時の状況に変更があった場合は、  保育園まですぐにお知らせください。 
 〇年に1回年度末（3⽉）に家庭環境調査票を持ち帰りますので、変更点は⾚字で修正、確 
 認してださい。（勤務場所の変更・家族構成の変更・住所の変更など） 
 〇年度に1度、ご両親の就業証明をご提出いただいております。（新年度4⽉1⽇から4⽉末 
 ⽇までに指定フォーマット（園からお渡しします）にて会社にて取得、ご提出ください。 
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 別添①       　　  2025年度年間行事予定 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025/3/21 

 4⽉  1⽇（⽕） 
 5⽇（⼟） 

 進級式 
 ⼊園式  新⼊園児の保護者参加 

 ☆ 

 ★ 

 5⽉  17⽇（⼟）  親⼦遠⾜ 
 ★ 

 ☆ 

 6⽉   ⽇（ ） 
  ⽇（ ） 

 内科検診・⻭科検診 
 個⼈懇談（全員） 

 ☆ 

 ★ 

 7⽉  初旬 
 7⽇（⽉） 
  ⽇（ ） 

 プール開き 
 七⼣ 
 Summer festival 

 ☆ 

 ☆ 

 ★ 

 8⽉ 
 9⽉   ⽇（ ）  Sports Festival  宝⽥公⺠館 9:00〜11:00  ★ 

 10⽉  31⽇（⾦）  Halloween party  ☆ 

 11⽉   ⽇（ ）  内科検診・⻭科検診  ★ 

 12⽉   ⽇（ ） 
  ⽇（ ） 

 Christmas party 
 個⼈懇談（希望者） 

 宝⽥公⺠館 9:00〜11:00  ★ 

 ☆ 

 1⽉   ⽇（ ） 

 2⽉   ⽇（ ）  防災参観⽇  ★ 

 3⽉  3⽇（⽕） 
  ⽇（ ） 
  ⽇（ ） 

 ひなまつり会 
 卒園式 
 修了式 

 ☆ 

 ★ 

 ☆ 

 [☆]…園内行事　[★]…保護者参加型行事 

 【お願い】 
 ・現時点で計画しているスケジュールです。会場確保等の関係により、前後する可能性もあります  

  が、⽇付が変更する場合には早急にお知らせします。また社会的な状況次第では、急遽イベント  

  の中⽌を判断する場合があります。 

 ・お誕⽣⽇の⼦がいる⽉はお誕⽣⽇会を実施いたします。 

 ・毎⽉、⾝体測定を実施いたします。シール帳に記録いたしますので、ご確認ください。 

 ・詳細は⾏事ごとに別途プリントを配布させていただきます。 
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 別添②   【持ち物について】 ※次の⼀覧表にあるものをご持参ください。 
 ※持ち物には必ず、すべての持ち物に記名をお願いします。 

 持ち物  内容  年齢  園に置いて 
 おくもの 

 エプロン  ・⾷事のときに使⽤します。 
 ・シリコン製のもの1つ、園で洗って保管します。 

 離乳⾷開始 
 〜2歳前後 

 ◎ 

 哺乳瓶  ・哺乳瓶、乳⾸はお⼦さんにあった物をご⽤意ください。 
 ・粉ミルクは園でご⽤意します。 

 必要なお⼦ 
 さん 

 ◎ 

 オムツ  ・1⽇5枚程度 1枚ずつ記名をして持ってきてください。  必要なお⼦ 
 さん 

 ◎ 

 おしりふき  ・1パック持って来てください。  必要なお⼦ 
 さん 

 ◎ 
 なくなり 
 次第補充 

 オムツ替え⽤ 
 マット 

 ・オムツを変える際に下に敷きます。 
  トイレトレーニングにも使⽤します。 

 0〜2歳児 
 ◎ 

 毎週末 
 持ち帰り  ⻭ブラシ 

 コップ 
 ⼱着袋 

 ・コップと⻭ブラシが⼊る布の袋に⼊れて持ってきてください。 
 ・⻭ブラシは年齢に適したものを選んでください。 
 ・２歳児以降から持参してください。 

 2歳児以上 

 シール帳 
 連絡帳 
 連絡袋 

 ・毎⽇の保育園での様⼦や伝達事項を伝えたり、 
  お⼦さんの様⼦を記⼊したりしていただきます。 
 ・園でご⽤意してお渡しさせて頂きます。(無料) 

 全員 

 毎⽇ 
 持ち帰り 

 タオル 
 （2枚） 

 ・ひも付きのタオルを持ってきてください。(⼿拭き⽤・トイレ⽤) 
 ・毎⽇持ち帰りますので、洗った清潔なタオルを持ってきて ください。 

 1歳児以上 

 かばん  ・⼦どもが物を⼊れやすいように少し⼤きいサイズのかばんを選んで下さい。  
 ・リュックサックかファスナーがついた鞄でお願いします。 

 全員 

 タオルケット 
 敷き⽤ 1枚 
 掛け⽤ 1枚 

 ・袋に⼊れて持ってきてください。 
 ・掛け布団、敷き布団⽑布をお持ちください 
 ・枕はいりません 

 全員    ◎ 
 毎週末 

 持ち帰り 

 着替え 
 ⼱着袋 

 ・当園ではパジャマではなく新しいお洋服に着替えてお昼寝をします。午後からはそ 
 のままの服装で活動します。 
 ・お昼寝しやすい着替えを⼱着袋に⼊れて持ってきてください。 
 ・お昼寝前に脱いだ服は⼱着袋に⼊れて持ち帰ります。 

 全員 
 毎⽇ 

 持ち帰り 

 予備の着替え 
 ⼱着袋 

 ・２組程度⽤意していただき園に置いておきます。 
 ・汚れたらその都度持ち帰っていただきますので翌⽇補充をお願いします。 

 全員  ◎ 

 防災頭⼱  ・⼦どもサイズの防災頭⼱をご⽤意ください。写真ご参照ください。  全員  ◎ 

 ※カラー帽⼦は園からお貸しします。園で洗濯などの管理をさせていただきます。 
 ※お昼寝⽤のタオルケット、⻭ブラシ、コップは毎週末に持ち帰ります。週末をお休みされる⽅はその前後でお持ち帰 
 りいただけるよう、保育⼠にお声がけください。 
 ※⾷事⽤⼝ふき、ナイロン袋は園でご⽤意いたしますのでご持参の必要はありません。 
 ※粘⼟、のり、お道具をいれるかご、絵の具は園でご⽤意させていただきます。 
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 別添③    感染症の際の登園届け、医師の意⾒書ご提出のお願い 
 保育所では、感染症に罹患した⼦どもの体調ができるだけ速やかに回復するよう迅速かつ適切に対応するとともに、乳幼児が 
 ⻑時間にわたり集団で⽣活する保育所内で周囲への感染拡⼤を防⽌する観点から、学校保健安全法施⾏規則に規定する出席停 
 ⽌の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があります。つきましてお⼿数ではございますが、 
 『登園届』、『医師の意⾒書』に記載のある感染症にかかった場合には登園の際に、「登園届」⼜は「意⾒書」のご提出をお 
 願いいたします。ご質問等ありましたら、園⻑までなんなりとご相談ください。 
 「登園届」・・・医師の診察において、登園しても感染の可能性がなく病後の状態も良好との診断を 
         受けた際に、保護者で記⼊して園にご提出下さい。 
 「意⾒書」・・・医師の診察において、登園しても感染の可能性がなく病後の状態も良好との診断を 
         受けた際に、医師に記⼊してもらいご提出下さい。 
 ※「登園届」か「意⾒書」のご提出どちらになるかは、⼀覧をご参照下さい。 
 ※ 病後登園される場合に、速やかにご提出下さい。 

 〇意⾒届病気⼀覧 
 感染症名   感染しやすい期間  登園のめやす 

 ⿇しん（はしか）  発症1⽇前から発しん出現後の４⽇後まで  解熱後３⽇を経過していること 

 インフルエンザ 
 A型・B型 

 症状が有る期間（発症前24時間から発病後３⽇程度まで 
 が最も感染⼒が強い） 

 発症した後５⽇経過し、かつ解熱した後２⽇経過していること（乳幼児 
 にあっては、３⽇経 
 過していること） 

 新型コロナウイルス  発症後5⽇間  発症から5⽇間経過し、かつ症状軽快後1⽇を経過すること 

 ⾵しん  発しん出現の前の７⽇から後７⽇間くらい  発しんがきえてから 

 ⽔痘（⽔ぼうそう）  発しん出現１〜２⽇前から痂⽪（かさぶた）形成まで  発しんが消失していること 

 流⾏性⽿下腺炎 
 （おたふくかぜ） 

 発症３⽇前から⽿下腺腫脹後４⽇  ⽿  下  腺、  顎  下  腺、  ⾆  下  腺  の  腫  脹  が  発  現  し  て  か  ら  ５  ⽇  経  過  し、  か  つ  全  ⾝  状 
 態が良好になっていること 

 結核  －  医師により感染の恐れがないと認められていること 

 咽頭結膜熱（プール熱）  発熱、眼の充⾎等症状が出現した数⽇間  発熱、充⾎等の主な症状が消失した後２⽇経過していること 

 流⾏性⾓結膜炎  充⾎、⽬やに等の症状が出現した数⽇間  結膜炎の症状が消失していること 

 百⽇咳  抗菌薬を服⽤しない場合、咳出現後３週間を経過するま 
 で 

 特有の咳が消失していること⼜は適正な抗菌性物質製剤による５⽇間の 
 治療が終了していること 

 腸管出⾎性⼤腸菌感染症 
 （O157．O26．O111等 ベロトキシ 
 ン産⽣⼤腸菌） 

 －  医師により感染のおそれがないと認められていること。 
 （無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確⽴している５歳 
 以上の⼩児については出席停⽌の必要はなく、また、５歳未満の⼦ども 
 については、２回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能であ 
 る。） 

 急性出⾎性結膜炎  －  医師により感染の恐れがないと認められていること 

 侵襲性髄膜炎菌感染症 
 （髄膜炎菌性髄膜炎） 

 －  医師により感染の恐れがないと認められていること 

 〇登園書病気⼀覧 
 感染症名  感染しやすい期間  登園のめやす             

 溶連菌感染症  適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後１⽇間  全⾝の状態が良く抗菌薬内服後24〜48時間経過していること 

 マイコプラズマ肺炎  適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数⽇間  発熱や激しい咳がおさまっていること 

 ⼿⾜⼝病  ⼿⾜や⼝腔内に⽔疱・潰瘍が発症する前後  発熱や⼝腔内の⽔疱・潰瘍の影響がなく、普段の⾷事がとれること 

 伝染性紅斑  （リンゴ病）  発しん出現前の１週間  全⾝の状態が良いこと 

 ウイルス性胃腸炎 
 （ノロ・ロタ・ 
 アデノウイルス等） 

 症状のある間と、症状消失後1週間（量は減少していくが 
 数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要） 

 嘔吐、下痢等の症状がおさまり、普段の⾷事がとれること 

 ヘルパンギーナ  発しん前急性期の数⽇間  発熱や⼝腔内の⽔疱・潰瘍の影響がなく、普段の⾷事がとれること 

 RSウイルス感染症  呼吸器症状のある間  呼吸器症状が消失し、全⾝の状態が良いこと 

 帯状疱疹  ⽔疱を形成している間  すべての発しんがかさぶたになっていること 

 突発性発しん  発熱している間  解熱後１⽇以上経過し、機嫌が良く全⾝の状態が良いこと 
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 別添④           災害発⽣時のフロー 

 [災害発⽣後] 
 ・  お⼦様のお引渡しは基本的には園で⾏いますが、災害の状況により、地域の避難所で⾏う 

 ことがあります。（下記の図１） 
 ・  連絡を受け次第、早めにお迎えにいらしてください。 
 ・  保護者もしくは、引き渡しカードに記載されている⽅がお迎えに来るようにしてくださ 

 い。保護者様、記載されている⽅がお迎えできない場合は、必ず保護者の⽅が保育園に 
 連絡をしてください。 

 ・『緊急時引き渡しカード』は、⼤規模災害を想定し、同じ地域で被災する可能性がある保 
 護者や祖⽗⺟に引き渡せない可能性を考慮し、県外などの親族の⽅の連絡先を記載して 
 いただきます。 

 ・ 災害発⽣時には相互の通信が繋がりにくくなることが予想されますが、園からのご連絡 
  は、電話、メール、LINE、Facebook、コドモン配信（使⽤園のみ）等、様々な⼿段で通 
 知 
  致します。 
  また、園外へ避難した場合は、⾏き先を保育園⼊り⼝に提⽰します。 
  利⽤可能であればNTT⻄⽇本が提供する「災害⽤伝⾔ダイヤル」に当園の避難状況を登録 
  します。(詳しくはNTT⻄⽇本HP「災害⽤伝⾔ダイヤル」をご覧ください) 

 ＊NTT ⻄⽇本 災害⽤伝⾔ダイヤル操作⼿順 
  ステップ１︓「171」をダイヤル 
  ステップ２︓ガイダンスに従って「２」を選択 
  ステップ３︓保育園の電話番号を⼊⼒する 

 （伝⾔例） 
 阿南5starインターナショナル保育園です。 
 ただいま、◯⽉△⽇ X 時X 分です。園児  名全員無事です。 
 現在、〇〇⼩学校に避難しています。お迎えは〇〇⼩学校にお願いします。 

 [防災設備] 
 ・  ⾃動⽕災報知機（煙感知器・熱感知器） 
 ・  誘導灯 
 ・消⽕器 

 [図１] 保育園が避難するとき 

 ・順路を追ってお⼦様の引き取りに向かってください。 
 ・保育園の避難先等を確かめてから⾏動しましょう。 
 ・夜になっても引き取りのないお⼦様の安全を確保するため、緊急保育を⾏います。 
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 別添⑤        ⾵⽔害時の避難⾏動について 
 ⽔害や⼟砂災害などがおこるおそれのあるときには、警戒の度合いにあわせ、下表の段階のように 

 発令されます。園では、⽣命を守ることを最優先にし、以下のような対応とさせていただきますの 
 で、よろしくお願いいたします。 

 情報の 
 種類 

 保護者への対応 
 園での対応 

 （受け⼊れ前に出た場合）  （受⼊れ後に出た場合） 

 警 報 

 ○通常保育を⾏う。 
 ○登園時には緊急時の連絡先の変更がないか確認する。 
 ○『避難準備・⾼齢者等避難開始』『避難勧告』『避難指⽰』が出 

 た際には、お⼦さんの引き取りをお願いすることを伝える。 
 ○避難場所を伝える。 

 ○情報収集に努める 
 ○豪⾬等が予想される時（警 

 報発令前）には、前⽇等 
 事前に、張り紙等で対応 
 や『避難準備』が出た際 
 の避難場所を知らせてお 
 く。 

 避難準備・ 
 ⾼齢者等 

 避難開始 

 原則として保育はしない 
 （ただし、⼦どもだけで家庭に 

 いる状況にならないよう、確 
 認を⾏う） 

 ○どうしても、預からなければ 
 ならない際には、保護者に避 
 難場所まで連れて来てもら 
 い、できるだけ早く引き取り 
 に来てもらうよう伝える。 

 ○危険な状態であれば、園に来 
 た保護者も⼀緒に避難する。 

 ○保護者へ情報発信を⾏い、『避 
 難準備・⾼齢者等避難開始』 
 が出ていることを伝え、避難 
 場所まで、お⼦さんの引き取 
 りをお願いする。 

 ○避難場所等、周囲の様⼦を伝 
 え、迎えに来る時には⾃分⾃ 
 ⾝の安全にも⼗分注意をする 
 よう伝える。 

 避難開始 
 ○保護者への連絡 
 ○⾮常持出品の準備 
  ⾷料品の移動 

 避難勧告 

 避難指⽰ 
 （緊急） 

 ①受け⼊れについて 

 ②解除された場合 
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 別添⑥   ご意⾒・ご要望の解決のための仕組みについて 

 ※相談解決の結果（改善事項）は⼝頭もしくは⽂書で責任者よりご報告申し上げます。 
 ※以上の仕組みで解決できないご意⾒・ご要望は、阿南市役所こども課に申し⽴てることもでき 
 ます。 

 【ご意⾒・ご要望の相談における際の第三者委員の役割について】 
   ご意⾒・ご要望の受付担当者や責任者との話し合いだけでは納得いかない場合には、第三者 
  の⽴場にある「第三者委員」が話し合いに⽴ち合い、必要な助⾔をいたします。 

 ※第三者委員の⽴ち合い・助⾔が必要の際には、受付担当者にその旨を申し出してていただか、 
  直接上記までご連絡ください。 
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